
役 場  
 
福祉健康センター 
福 祉 会 館  
こ ど も 館  
学校給食センター 

388‐1111 
387‐5816 
388‐7171 
387‐1121 
388‐0811 
387‐5321

蕁 
FAX 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

笠松中央公民館 
（町体育協会事務局） 

教育文化課 学校教育担当 
松 枝 公 民 館  
総 合 会 館  
歴 史 未 来 館  
ふ ら っ と 笠 松  

388-3231 
 
388-3926 
387-0156 
387-8432 
388-0161 
388-2355

蕁 
 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

総 務 課  
税 務 課  
企 画 課  
環 境 経 済 課  
住 民 課  
健 康 介 護 課  

388-1111 
388-1112 
388-1113 
388-1114 
388-1115 
388-7171

蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

福 祉 子 ど も 課  
建 設 課  
水 道 課  
教 育 文 化 課  
会 計 課  
議 会 事 務 局  

388-1116 
388-1117 
388-1118 
388-3231 
388-1119 
388-1110

蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

＜営業所＞ 岐阜・羽島・名古屋・四日市 

消火器･防災用品･消防設備点検･施工 

〒501－6065 岐阜県羽島郡笠松町門間928－2
TEL：058－388－0607(代)　 0120－119－073

まつなみ健康増進クリニック 
人間ドック・健診センター 
人工透析センター 
まつなみリサーチパーク（医学研究所） 
松波総合病院介護老人保健施設 
まつなみ訪問介護ステーション 
まつなみ訪問看護ステーション 
松波総合病院居宅介護支援事業所 
まつなみケアプランセンター 

つ み き と え い ご  

笠 松 双 葉 幼 稚 園  
〒501-6064　岐阜県羽島郡笠松町北及66 

TEL：058-387-9155 
http://www.tsumiki.ed.jp

循環社会に奉仕する 
 有限会社 内田商会 
羽島郡笠松町大池町９番地の１ 
T E L  0 5 8‐3 8 8‐1 0 0 6  
F A X  0 5 8‐3 8 8‐0 7 6 5

生活系ごみ　事業系ごみ 
引越などの粗大ごみ 

全国一斉情報伝達訓練 

　地震や武力攻撃などの災害時に、国から送
られてくる緊急情報を、全国瞬時警報システム
（J-アラート〈注1〉）により皆さんにお伝えするた
めの試験を行います。 

　笠松町以外の地域でも、全国的に同様の情
報伝達試験が実施されます。この機会に地震
発生時に落ち着いて行動をとるために、自分の
身を守る訓練や家庭で地震の備えなどを話し
合いましょう。 

〈注1〉J-アラートとは、地震や武力攻撃などの緊
急情報を、国から市町村へ人工衛星な
どを通じて瞬時に情報を伝達するシステ
ムのことです。 

【問 合 先】 総務課 

笠松町犯罪被害者等支援条例 
10月1日から施行 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【問 合 先】 

　誰もがある日突然に犯罪被害者やその家族
になる恐れがあります。生命を奪われ、家族を
失い、また傷害を負わされるといった直接の被
害に加え、周りの理解を得られないことや、噂や
中傷などによる二次的な被害にも苦しめられます。 
　誰もが安全・安心に暮らせるまちを実現する
ためには、行政や警察だけでなく、町民、事業者
が一体となって社会全体で被害者を支えるまち
づくりが必要です。町では条例に基づき、総合
的な相談窓口を役場2階総務課に設置し、必
要な情報の提供を行うとともに、関係機関との
連絡調整を行います。 
・犯罪被害者やその家族が置かれている状況、

支援の必要性を理解し、噂や中傷によるプラ
イバシーの侵害など、二次的被害の防止に努
めましょう。 

・犯罪被害者がその被害に関する必要な手
続きをスムーズに行えるよう、就労や勤務に配
慮しましょう。 

総務課 

年末調整・青色申告決算説明会 

 
【日　　時】 
【場　　所】 
 
 
 
 
 
 

【日　　時】 
 
 
 
 

【場　　所】 
 

◎年末調整説明会 
11月19日（月）午前10時～正午 
笠松中央公民館3階　大ホール 

　説明会の案内書と年末調整に必要な関係
書類を併せて郵送しますので、当日ご持参くだ
さい。 
※駐車場が少ないため、公共交通機関をご利

用ください。 
◎青色申告決算説明会 

11月19日（月）、20日（火）、21日（水） 
各日午前10時～、午後1時10分～ 

（19日は午前中の説明会は行いません） 
説明内容は同じです。 

（所要時間は2時間程度） 
マーサ21［4階　マーサホール］ 

（岐阜市正木中1丁目2番1号） 
○平成30年分の青色申告決算書は、確定申告

書などに同封して郵送されます。 
○e-Taxまたは確定申告書作成コーナーを利

用して確定申告を行った翌年には、確定申告
書・青色決算書などは郵送されません。 

○確定申告書や青色決算書などは、ホーム
ページ（「国税庁」で検索）からダウンロード
できます。 

給与所得者の年末調整 

　給与所得者は、通常、その年の最後の給料
または賞与が支払われる際に、所得税の精算「年
末調整」が行われるため、大部分の方は確定
申告をする必要がありません。 
　「年末調整」では次のような控除が受けられ
ますので、必要な申告書を勤務先に提出して、
これらの控除を正しく受けてください。 

　申告内容に誤りがあると、所得税や住民税が
追加徴収される場合があります。申告書に記載
した内容に誤りがあると気付いたら、速やかに
勤務先に申し出て、年末調整の再調整を受け
てください。 

【問 合 先】 岐阜南税務署　蕁271‐7111

試験日 放送内容 

11月1日（木） 
午前10時ごろ 

11月21日（水） 
午前11時ごろ 

緊急地震速報の訓練
放送 

情報伝達訓練 
「これはテストです。」
と放送されます 

伝達方法 

各家庭の戸別
受信機と屋外
スピーカーか
ら試験放送が
流れます 

各種控除 

配偶者控除、扶養控除、 
障害者控除、寡婦控除など 

生命保険料控除 
地震保険料控除 
社会保険料控除 
配偶者特別控除 

住宅借入金等特別控除 

勤務先への提出書類 

扶養控除等（異動）申告書 

保険料控除申告書　兼 
配偶者特別控除申告書 

住宅借入金等特別控除申
告書 

　皆さんに、租税の役割や税務行政に対する理解を深めていただくために、国税庁（税務署）で
はさまざまな行事を実施します。 
　詳しくは、ホームページ（「国税庁」で検索）をご覧ください。 
　また、「税を考える週間」の特集ページでは、動画で国税局や税務署の仕事を紹介するインター
ネット番組「Web‐TAX‐TV」などを配信しています。 

税を考える週間　11月11日（日）～17日（土） 

税務署からのお知らせ 

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間における電話相談所 

 
 
 

【日　　時】 
 

【相 談 先】 
【相 談 員】 
 

　夫・パートナーからの暴力や職場などにおけるセクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為など、女性
をめぐる人権相談に人権擁護委員が中心となって電話で相談に応じます。 
　相談は無料で、秘密は固く守られます。お気軽にご相談ください。 

11月12日（月）～18日（日） 
平日：午前8時30分～午後7時／土・日：午前10時～午後5時 
蕁0570‐070‐810 
・岐阜県人権擁護委員連合会人権擁護委員 
・岐阜地方法務局人権擁護課職員 

※強化週間以外の日は、平日の午前8時30分から午後5時15分まで相談に応じています。 

平成30年11月1日　第1098号 平成30年11月1日　第1098号 


